
道路

公園

緑地

地 区 施 設 の
配 置 及 び 規 模

　　幅員６．０ｍ　　延長約６５０ｍ
　　幅員７．０ｍ　　延長約２２０ｍ
　　幅員９．５ｍ　　延長約３２０ｍ　　合計延長約１，１９０ｍ

建 築 物 等 の
整 備 方 針

地区計画の目標を踏まえ、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の

位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及びかき又はさくの

制限を定めることにより、周辺環境との調和に配慮した緑豊かなゆとりある良好な市街地の形成

を図る。なお、建築基準法第６８条の２に基づく条例を制定し、規制を行うことで、まちづくりの実

現化を目指すものとする。

　　公園　１箇所　約０．０８ha

　　緑地　１箇所　約０．０６ha

　諫早市貝津町

本地区は、ＪＲ西諫早駅から約５００ｍ、諫早インターチェンジから約６００ｍ、国道３４号貝津町

交差点から北側約３００ｍに位置し、西側は都市計画道路真崎貝津線、南側は都市計画道路

真崎久山線に囲まれるなど交通体系が整った環境にある。また、周辺には諫早中核工業団地

や貝津金属工業団地といった工業集積地のほか、新たに整備された諫早流通産業団地及び

西諫早産業団地に近接しており、就業人口の増加に伴う住宅需要並びに利便施設の立地が

望まれている地域である。

このような恵まれた立地条件を活かし、民間開発事業者による戸建住宅及び沿道サービス施

設の立地を目的とした宅地開発計画が立案されているところである。そこで、農地から宅地への

土地利用の転換を行うにあたり、良好な居住環境を確保するとともに、利便性の高い幹線道路

の沿道という特性を活かした生活利便機能や沿道サービス機能を兼ね備えた住宅団地として、

土地利用を計画的に誘導するとともに、周辺環境との調和に配慮したゆとりある住宅団地の形

成を図ることを目標とする。
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地 区 計 画 の 目 標

戸建住宅地区については、良質で低層・低密な住宅地として、過小宅地の防止等の適切な

規制・誘導を行い、周辺環境との調和に配慮したゆとりある利便性の高い住宅団地の形成を図

ることを目標とする。

沿道業務地区については、利便性の高い幹線道路の沿道という特性を活かし、主として日常

的なサービスの提供を行う業務施設等の立地を誘導するとともに、新たに形成される住宅地及

び周辺環境との調和に配慮した良好な沿道業務用地の形成を図ることを目標とする。

地 区 施 設 の
整 備 方 針

長崎都市計画地区計画の変更　（諫早市決定）

都市計画貝津北地区計画を次のように変更する。

名 称 　貝津北地区計画

面 積 　約４．４ｈａ

道路については、地区内の土地利用の整序が図られるよう適正に配置し、その機能の維持保

全に努める。また、公園１箇所及び緑地１箇所を街区形状を考慮しながら適切に配置し、居住

者の生活に快適さと潤いをもたらせるとともに、地域で開催されるイベントやレクリエーションに

対応できる機能を確保し、その維持保全に努める。

土 地 利 用 に
関 す る 方 針



地 区 の
名 称

沿道業務地区

地 区 の
面 積

約２．４ｈａ

次の各号に掲げる建築物は建築してはなら
ない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認
めたものはこの限りでない。
 １．建築基準法別表第２（ほ）項に掲げるもの
 ２．住宅
 ３．共同住宅、寄宿舎又は下宿
 ４．ホテル又は旅館
 ５．ボーリング場、スケート場、水泳場その他建
　　築基準法施行令第１３０条の６の２で定める
　　運動施設
 ６．畜舎

２００％

５０％

５００㎡

ただし、市長が、公益上必要な建築物として
やむを得ないと認めたものについては、この限
りでない。

　建築物の外壁又はこれに代わる柱等の面の
後退距離は、３．０ｍ以上とする。
　ただし、床面積が５０㎡以下の独立した自動
車車庫で平屋建てのもの、又は次の各号のい
ずれかに該当する建築物については、この限
りではない。
１．外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの
　　合計が３メートル以下であるもの
２．物置その他これに類する用途に供し、軒の
　　高さが２．３メートル以下で、かつ、床面積
　　の合計が５平方メートル以内であるもの

　２０ｍとする。ただし、次に掲げるもの以下とす
る。
１．道路斜線制限については、前面道路の反
　　対側の境界線からの水平距離が２０ｍ以下
　　の範囲内においては、当該部分から前面道
　　路の反対側の境界線までの水平距離に、
　　１．２５を乗じて得たもの
２．日影規制については、高さが１０ｍを超える
　　建築物は、冬至日の真太陽時による午前８
　　時から午後４時までの間において、それぞ
　　れ平均地盤面から４ｍの高さの水平面に敷
　　地境界線からの水平距離が、５ｍを超え、１
　　０ｍ以内の範囲においては５時間以上、１０
　　ｍを超える範囲においては３時間以上日影
　　となる部分を生じさせることのないもの
　　なお、冬至日において、戸建住宅地区に日
　　影を生じさせる建築物は、戸建住宅地区内
　　にある建築物とみなして適用する。

壁 面 の 位 置
の 制 限

　ただし、街区の角にある敷地又はこれに準ず
る敷地は６０％とする。

１０ｍとする。ただし、次に掲げるもの以下とす
る。
１．道路斜線制限については、前面道路の反
　　対側の境界線からの水平距離が２０ｍ以下
　　の範囲内においては、当該部分から前面道
　　路の反対側の境界線までの水平距離に、
　　１．２５を乗じて得たもの
２．北側斜線制限については、当該部分から前
　　面道路の反対側の境界線又は隣地境界線
　　までの真北方向の水平距離に１．２５を乗じ
　　て得たものに５ｍを加えたもの
３．日影規制については、軒の高さが７ｍを超
　　える建築物又は地階を除く階数が３以上の
　　建築物は、冬至日の真太陽時による午前８
　　時から午後４時までの間において、それぞ
　　れ平均地盤面から１．５ｍの高さの水平面
　　に敷地境界線からの水平距離が、５ｍを超
　　え、１０ｍ以内の範囲においては４時間以
　　上、１０ｍを超える範囲においては２．５時
　　間以上日影となる部分を生じさせることの
　　ないもの

ただし、市長が、公益上必要な建築物として
やむを得ないと認めたものについては、この限
りでない。

建築物の敷地面
積 の 最 低 限 度
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戸建住宅地区

約２．０ｈａ

　次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建
築してはならない。だだし、市長が公益上やむ
を得ないと認めたものはこの限りでない。
 １．住宅
 ２．住宅で事務所、店舗その他これらに類する
　　用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令
　　第１３０条の３で定めるもの
 ３．集会所
 ４．巡査派出所、公衆電話所その他建築基準
　　法施行令第１３０条の４で定める公益上必
　　要な建築物
 ５．前各号の建築物に付属するもの

５０％

　建築物の外壁又はこれに代わる柱等の面の
後退距離は、１．０ｍ以上とする。
　ただし、床面積が５０㎡以下の独立した自動
車車庫で平屋建てのもの、又は次の各号のい
ずれかに該当する建築物については、この限
りではない。
１．外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの
　　合計が３メートル以下であるもの
２．物置その他これに類する用途に供し、軒の
　　高さが２．３メートル以下で、かつ、床面積
　　の合計が５平方メートル以内であるもの

１８０㎡

建 築 物 の 高 さ
の 最 高 限 度

建 築 物 等 の
用 途 の 制 限

建築物の建蔽率
の 最 高 限 度

地区の
区 分

建築物の容積率
の 最 高 限 度

８０％



１．建築物の色は、刺激的な色を避け、周辺環
　　境と調和のとれた落ち着きのある色調とす
　　る。
２．広告物・看板類は、刺激的な色彩又は装
　　飾を使用せず、周囲の美観に配慮したもの
　　とする。ただし、公共上必要なものについ
　　てはこの限りではない。

―

「区域は計画図表示のとおり」

理　由

１．建築物の色は、刺激的な色を避け、周辺環
　　境と調和のとれた落ち着きのある色調とす
　　る。
２．広告物・看板類は、自己の用に供するもの
　　で、刺激的な色彩又は装飾を使用せず、周
　　囲の美観に配慮したものとする。ただし、公
　　共上必要なものについてはこの限りではな
　　い。

建築物等の形態
又は意匠の制限

　敷地境界線に面するかき又はさくについて
は、次に掲げるもの以外は設置してはならな
い。
　１．生け垣
　２．敷地地盤面からの高さが２ｍ以下のフェン
　　　ス等で、高さ０．６ｍ以上の部分は透視可
　　　能な構造のもの

本地区計画は民間事業者からの提案に基づき、平成２２年に計画決定しているが、近隣の真津山地区における宅地開

発の状況や社会経済情勢の変化を踏まえ、より周辺環境と調和した土地利用を図るため、戸建住宅地区及び沿道業務地

区の区域を変更し、地区施設の配置及び規模を見直す。また、地区整備計画については、良好な居住環境の形成と、地

域住民の利便性の向上に資する店舗等の適正な立地を図るため、市が定める地区計画制度の運用基準に基づき、建蔽

率の最高限度、敷地面積の最低限度などを変更する。
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